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前書き 

 

フィンランドの自然は森林、湿地、および湖と川からなります。 
フィンランドは人口が少ない国で、そこで、歩き回ることは広い道路網と万人権の概念によっ

て容易にされます。 
フィンランドの自然と万人権は、人々の歩き回る権利、自然地域のレクリエーション使用、自

然ベースの観光旅行、および自然生産物の採集において重要な役割を果たします。 
 
万人権を行使するすべての人が、地主と同様、その責任と機会に気づいていることは望ましい

ことです。 
万人権の範囲は、他の国に比べてフィンランドでは非常に広いです。 
 

ヘルシンキ 2016年 5月 31日 
             環  境  省 

 
万人権とは（簡単な説明） 

 

・フィンランドに住むか、滞在している人にあてはまります 
・万人権は、許可証を得る必要はありません 
・原因もなしに防止されることができません 
・いつも無料です 
・権利を行使することで、より多くの小さな損害や妨害を起こしてはいけません 
・万人権に基づいてエリアを利用することは、土地の所有権に影響されません 
・庭、耕地および特別な用途に使用中のエリアはあてはまりません。 
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外出について 

 

所有権や自然に損害を与えない限り、基本的に誰でも、自然の区域を歩き、スキー、自転車に

自由に乗る権利があります。この権利は、個人の庭には適用されません。 
 
耕地で作物が成長する期間は、損害を防止するため、通る公的な通行権はありません。ただし

冬に、これらのフィールドを横切ることは許されます。維持管理された屋外のレクリエーショ

ン・ルートとスキーコースの利用は、万人権に基づきます。 
 
鳥と他の動物の繁殖期を妨げてはいけません。 
 
万人権に基づいた通行権と一時的な滞在は、公共当局による公式禁止令によってのみ制限され

ます。そのような当局とは、フィンランド防衛軍、メッツァハリトゥス（Metsähallitus）※、
経済発展・輸送・環境センター（ELYセンター）、港湾管理委員会または空港管理者を含みます。 
※ Metsähallitus：国有地と水域を管理運営する国営企業 

 
 
 
 
 
 
禁止の告知 

 
自然の保護法 第 5章・第 36節 

 

不法侵入、係留や上陸の禁止、あるいは、自由な一般のアクセスを規制するサインは、そうす

ることに対する法的根拠がなければ、立てることができない。 
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家庭のプライバシーと治安 

 
 
家庭のプライバシーの意図的な侵害は、法律によって禁止されています。例えば、個人の建物

に不法に入ったり、音を立てて他人のプライバシーを邪魔したりすることは、プライバシーの

侵害とみなされます。保護される個人の建物と考えられるエリアは、庭につながった私的な敷

地と建物だけでなく、住宅、別荘、テント、移動住宅、およびハウスボートを含みます。他の

人々の敷地を通る、公的な通行権はありません。 
 
家庭のプライバシーと同様に、治安が守られる建物と区域には、工業や農業の生産プラントと

構内を含みます。 
 
 
一時的な滞在とキャンプ 

 
万人権は、地主に損害や妨害を与えない限り、一時的に滞在するテント、乗り物、またはボー

トで一晩キャンプする自由をすべての人々に与えます。 
 
もしあなたが、長い期間キャンプで滞在する予定なら、損害や妨害のリスクが大きくなるので

地主に相談するべきでしょう。概して、公共の浜辺でのキャンプは許可されません。公的なレ

クリエーションエリアでは、通常、野営地が設けられているか、特別なエリアが支持されます。 
例えば、公園やビーチのような公共の場所では、公共の秩序を乱すことは禁止されています。 
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他人の土地にものを建てたり、外観が永久に変わるほど掘ることは、禁止されています。 
 
 
不法侵入 

フィンランドの刑法 第 28 章・第 11 節 

 

特に権限を与えられていない個人の、 

1.他人の物を動かしたり隠すことで、手に入れること 

2.他の人が所有する土地に自分の道を堀るなどの似た方法で造ること 

3.あるいは、他人の土地や建物の一部を手に入れること 

 

（これら）の行為は、ほかの法律でさらに厳重な罰則が与えられていない限り、不法侵入とし

て罰金や 3 ヵ月の禁固の判決が下される。しかし、ちょっとした迷惑をかける程度の行為は不

法侵入とはならない。 

 
 
 
 
 
自然環境保全地域 

 
万人権は、国立公園、自然保全地域および野鳥保護地域などの自然保全地域の規制がかかりま

す。国立公園は自然の魅力があり重要な旅行の目的地です。自然保護区は、最も厳しく保護さ

れた地域です。 
自然環境保全地域における一般に向けたアクセスについての規制は、サインで示されます。 
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森での収穫 

 
保護されていない種でない限りにおいて、万人権が適用されるところならどこでも、花・野生

のベリーとキノコは自由に採取することができます。これには、林床で見つかる枯れた小枝や

太い枝、松かさやドングリもあてはまります。若干の規制は、自然環境保存地域で自然に成長

する種類の収集に適用されます。コケと地衣類※は、地主の許可なしで他人の土地で採集しては

いけません。（※地衣類は菌で光合成はできない） 
 
例えば、砂利や小石のような土の成分も土地所有権によって守られ、収集は土地所有者の許可

事項です。少量の小石は、鉱物の埋蔵物を見つけるために取り除かれることができます。 
 
保護された植物を摘み取ることは禁止されます。 
 
公的な権利 

刑法 第 28 章・第 14 節の改正 

 

この章の規定は、他人の土地における地面の枯れた小枝、地面に落ちた松かさや木の実、野生

のベリー、キノコ、花、あるいはコケと地衣類を除いた、類似した自然生産物の採集には適用

されない。 
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保護されている植物の例 

 
自然保全法令を改正した政令（714/2009）（不完全なリスト） 

 
全国的に保護される植物 
赤いスイレン   Nymphaea 
北のトリカブト   Aconitum septentrionale 
春の翁草   Pulsatilla vernalis 
東部の翁草   Pulsatilla patens 
より小さいスズメラン  Platanthera bioflia 
氷河キンポウゲ   Ranunculus glacialis 
より大きなカラマツソウ  Thalictrum aquilegiifolium 
より小さいカラマツソウの亜種 Thalictrum kemense 
砂ナデシコ（白い）の亜種 Dianthus arenarius subsp. borussicus 
一般のハンニチバナ  Helianthemum nummularium 
ラップランド・ローズベイ Rhododendron lapponicum 
アツモリソウ・ラン  Cypripedium calceolus 
マーシュ金蘭   Epipactis palustris 
えんじ色の金蘭   Epipactis atrorubens 
赤い金蘭   Cephalanthera rubra 
ニセ・ムスク・ラン  Chamorchis alpina 
小さな白いランの亜種  Pseudorchis albida subsp. Straminea 
年上に花模様のラン  Dactylorhiza sambucina 
カリプソ・ラン   Calypso bulbosa 
白いアダーのもの-口ラン  Microstylis monophyllos 
斑点をつけられた沼地ラン、 
早生の沼地ランの亜種  Dactylorhiza incarnata subsp. Cruenta 
 
Oulu 区域の南の地域で保護される植物 
早生の沼地ランの亜種  Dactylorhiza incarnata subsp incarnata 
狭い葉の沼地ラン  Dactylorhiza traunsteinen 
 
Oulu 区域とラップランドで保護される植物 
木質アネモネ   Anemone nemorosa 
キケマン種   Corydalis intermedia 
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キショウブ   Iris 

pseudacorus 
 
 
 
木と低木 

 
生死にかかわらず立木を切るか、損なうことは禁止されます。さらに、立木から小枝、樹皮、

松かさ、その他の部分を採集するためには地主の許可が必要です。地主からの許可は倒れた木

の回復（立て直す場合）にも必要とされます。 
万人権は、小枝、葉、針葉樹の葉、シラカバの樹皮、または地面に落ちた樹皮にも及びます。 
木を傷付けずに除去できるなら、サルノコシカケにも及びます。ただし、カバノアナタケは除

きます。なぜなら、その除去が木を傷つけることになるので。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

火の使用 

 
キャンプファイヤーや焚火は、地主からの許可なしで点火してはいけません。万が一、地主の

許可があっても、森の中で、明らかに山火事の危険があるなら、火を点けてはいけません。た

だしキャンプ・ストーブや類似した携帯型の火器を使う場合は許可を得る必要はありません。 
もし、火が広がって損害を与えたなら、火を点けた人はあらゆる損失に責任を持つことになり

ます。 
 
キャンプ場やレクリエーションの区域では、火を使う特別な場所が提供されているので、他の
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場所で火を点けてはいけません。 
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焚 火 

救急法 第 2章・第 6節 

 

もし、干ばつや風あるいは他の理由で、森林火災や野火その他火災の明らかな危険がある状況

と認められる場合は、キャンプファイヤーや焚火をすることはできない。 

 

焚火は地主の許可なしに他人の土地でしてはならない。 

 

地域の救急当局は合理的な理由で、特定の地域と期間において、焚火を禁止することができる。

決定に関する情報は、必要な範囲に提供される。 

 
ポイ捨て 

 
ポイ捨ては禁止されています。環境へ廃水を放出するのはポイ捨てとみなされます。ポイ捨て

が禁止される範囲は全ての公的なエリアと個人のエリアです。ポイ捨ての責任のある人はポイ

捨てされたエリアの掃除しなければいけない。 
 
散らかすことの禁止 

廃棄法 第 8章・第 72節 

 

廃棄物または捨てられた機械、装置、車、船または他の物は、その環境に捨ててはならない。 

汚い状況、景観の悪化、快適さの低下、人間や動物に危険や危害を引き起こす原因になるもの

は排出してはいけない。 

 

ゴミを出す人の掃除の義務 

廃棄法 第 8章・第 73節 

 

ゴミを出した人には、対象物、あるいは環境から取り除き、散らかした地域をきれいにする義
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務がある。 

 
 
 
犬と猫 

 
犬にリードが付けられているか、飼い主が簡単に束縛できれば、他人の土地を散歩することが

できます。土地所有者か土地の狩猟権利者は犬を放つことを許可できます。しかし、3月 1日か
ら 8月 19日までの間は、生後 5か月以上の全ての犬は、リードか飼い主が簡単に拘束できなけ
ればいけません。それは、狩猟動物の子育て期間だからです。 
 
犬は土地の所有者の許可のもと、敷地や庭、さらに犬のためのフェンスのある特別なエリアで

放たれることができます。犬たちはフィットネストレイル（散策路）で放されることはできま

せん。また公共のビーチ、子供の遊び場、マーケット、競技場、整備されたスキー場から遠ざ

けられなければなりません。 
 
犬の糞は不快だけでなく不健康で非衛生的です。犬の飼い主と扱う人は、糞が安全に処理され

他に迷惑をかけないようにしなければなりません。 
 
同等の義務は、調教師にも適用されます。 
 
猫は彼らのオーナーが所有する土地や庭でのみ、自由に歩き回ることができます。 
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乗 馬 

 
万人権は乗馬もカバーします。 
しかし、乗馬は大地や路面の摩耗を起こします。 
乗馬活動が、普通より木や道路へのダメージを多く起こしそうでなければ、地主は前もって活

動を承認しなければなりません。蹄が路面の摩耗を起こす場合、標準的な屋外レクリエーショ

ン・ルートの乗馬は不適です。 
社会秩序法では、公共の用に供されるために管理された運動トラック、類似したトラック、ス

キートラックでは乗馬は禁止されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組織活動 

 
小さな混乱を引き起こさないなら、個人的と定義される屋外の活動とイベントは、万人権の下

で実施できます。 
公開のイベントを実施するとき、施設を所有し権利を持つ人から会場の許可を得なければなら

ない。さらに、組織者は警察にイベントを通知する責任があります。 
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構造物を使う権利 

 
桟橋や野外調理場、ブイの永久構造物を使う権利は、構造物の所有者が決定します。 
使用における可能な規制は、通常、問題の構造物の近くかそのものに掲示されます。 
もし、使用の制限の掲示がない桟橋は、使用されてよく、それらが個人の敷地に置かれていな

いかぎり、バードウオッチングタワーはアクセスされてよい。 
 
運転と他の道路の利用 

 
誰でも、公道を使うことができます。万人権の下では、歩く人、自転車に乗る人、乗馬する人

には私道を通行する権利があります。（例えばコテージへの道や森の道） 
 
自動車や馬の輸送車両の私道の使用は、若干の地域で制限されるかもしれません。そのような

場合、乗物の進入は遮断機で妨げられるか、交通標識によって禁止されます。許可は、私道の

道路維持費を有意に増加させる行為として、道路パートナーまたは私道協同組合から得られな

ければなりません。 
 
オフ・ロードの運転 

 
オフ・ロードの運転は、他の人の土地では地主の許可なければ禁止されます。 
 
一般に、車両が道の上に停められないとき、道の端に車両を駐車することは許されます。しか

し、道の端に駐車される車は、不合理な障害を引き起こしてはならず、他の道路利用者が通り

過ぎるのを防いではいけません。 



 15 
 
 

 
 
 
スノーモービル 

 
スノーモービルを運転することは、地主の許可を必要とします。スノーモービルの使用は、氷

上と、指定されたルートに許されます。 
 
スノーモービルのドライバーは 15才以上で、安全ヘルメットをかぶらなければなりません。通
常の道路交通法は、スノーモービル・ルートにも適用され、そこで、ドライバーは有効な T ク
ラス免許を持たなければなりません。道や橋を渡ることを除いて、スノーモービル・ドライバ

ーは、公道を避けなければなりません。スノーモービルの最高速度制限は、オフ・ロードと指

定されたルートでは 60km/h、氷上での運転は 80km/hです。 
 
オフ・ロードでの運転 

オフ・ロード交通法 第 2章・第 5節 

 

オフ・ロードを運転する時には、危険と損害を避けるため状況に従って予防処置をとらなけれ

ばならない。 

 

自動車は、自然と周囲の環境、生活に関わる財産と自然資源元に損害や危害を引き起こすこと

を避けるような方法で使われなければならない。さらに近隣の人々の生活とすべての環境で不

必要な騒動を起こさないよう使用しなければならない。 
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水遊び 

 
 
 
 
 
 
 
フィンランドでは誰もが、冬の凍る時であっても、ほとんどの水辺に自由にアクセスします。

他人の水域でも、一時的に係留に使われるかも知れません。水辺の使用に不要な妨害をしては

いけません。料理と掃除のために水を使うことが許されています。 
 
ボートから漁網と罠、釣り人は充分な距離を離して通過しなければなりません。また、ボート

からの釣り人や岸からの釣り人をも過度に妨害してはいけません。雑音が多いモーターボート

の連続使用は、人が生活する岸の近くでは禁止されます。登録されたボートや同様の船舶は、

15歳以上の人だけが運転できます。 
 
水域の通過 

水法、第 2章・第 3節 

 

法律に別段の定めがある場合を除き、不必要な損害、危害または妨害を負わせることのない範

囲において、すべての人は次のような権利があります。 

 

1. 水域の中、または氷で覆われた表面で動くこと 

2. 一時的に錨を下ろすこと 

3. 水域に木材を浮かべること 

4. 水域で泳ぐこと;そして、 

5. 主要な水路や公共の水路の通過を邪魔する罠、あるいは流木を一時的に動かすこと。水路外

で不必要に通過を邪魔するものや流木も同様。 
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水域の通過に関する準備 

水上交通法 第 2章・第 5節 

 

水域の通過のために船舶を使う際は誰であっても、やむを得ない事情がない限り、状況に従い

必要な注意と予防措置を取り、それを邪魔しない。 

また、水域で他の動きの邪魔をしない方法で行動する。 

他への危険や害、自然と周囲の環境に危険や不必要な危害や妨害を引き起こさない。そして、

自然や周辺環境、釣り、自然区域でのいわゆる一般的なレクリエーション利用、あるいは公的・

私的の利益を妨げないようにする。 

 

船舶の運転者は、水上交通標識と信号で指示された水上交通規則、規定、禁止事項を順守する。 

 
 
 
万人権が適用されるところであれば、どこでもボート漕ぎの人は休んで、元気を回復するため

に上陸することができます。鳥と他の動物の繁殖期は妨げてはいけません。ランディングは、

フィンランド国防軍により用いられる区域と鳥の巣をつくる季節の間の自然環境保存地域で禁

止されるかもしれません。 
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釣 り 

 
万人権は大部分の内水と海で、無料で釣りと氷穴釣りをすることを可能にします。しかし、釣

りと氷穴釣りは、回遊魚のサーモンと白身魚（タラなど）が見つかった早瀬と早く流れる区画

と特定の保護水域では禁止されています。釣りがどこで禁止されるかの情報は、ウェブサイト

kalastusrajoitus.fiで見つかります。 
 
1本のロッドでのルアー・フィッシングは、全国どこでも可能です。ただし、周遊漁が見つかる
早瀬と、州の漁場管理料金を払う特定の保護水域を除きます。18歳未満と 65歳以上の人々は、
無料で釣りを許可されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
複数のロッドでの流し釣りや、網や篭を使ってザリガニを得ようとする他の釣りの形には漁業

権の保有者からの許可が必要です。 
 
水産局が合図するならば、釣り人はボートを止めなければなりません。水産局は、釣り人が釣

りをする権利を持っていることを確認する権利があります。 
 
釣りに行く人は誰でも、あてはまる漁業権の範囲に気付いていなければなりません。 
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狩 猟 

 
少しの例外はありますが、ハンターは地主か土地の狩猟の権利を持つ保有者から、許可を得る

ことを要求されます。 
すべてのハンターは狩猟用のカードを受け取る前に、すべての狩猟試験を完了しなければなり

ません。狩猟用のカードは、州にゲーム管理料金を支払うことによって取得できます。 
 
ラップランド（Lapland）と Kainuu地方と Kuusamo、Pudasjärviと Taivalkoskiの自治体の
居住者には、国有地で狩りをする権利があります。 
 
ゲーム種毎に別個の狩猟期があり、これらは、厳しく監視されることになっています。 
 
狩猟は、人々や資産に危険または危害を引き起こしてはいけません。法的な狩猟の意図的な防

止、妨害や邪魔は禁止されます。猟鳥と狩猟獣は、意図的に妨害されてはいけません。万人権

を行使しても、通常は狩猟に妨害を引き起こしません。 
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万人と地主 

 
 
万人権は他人の土地や水域で適用されます。万人権を利用できる各々の人は、他の人の資産に

損害を与えず、彼らの土地利用に関連した地主の活動の邪魔をしないという責任があります。 
地主は法的根拠なしで、ある人が万人権を満喫することを妨げてはなりません。 
 
地主と権利を行使している彼らの間には、何を有害な活動するのかと、どんな許可が必要なの

かの解釈に違いがあるかも知れません。 
他の人を考慮することは重要で、意見の相違は通常友好的な議論を通じて解決できます。 
警察は、（そこで発生した）より重大な紛争を解決するように求められるかもしれません。：結

局、法律を遵守しているかを監視するのが、彼らの役目なのです。 
 
個人が力の行使に訴えることのできる範囲は、厳密に制限されます。 
フィンランドでは、条例を施行する法律のもと、法律の力を借りずに勝手に制裁を加えること

が許されるにはいくつかの条件があります。例えば、盗まれた資産を取り戻すためとか、犯罪

者を逮捕するとか、武力行使する場合です。 
 
争いを含んでいるような場合には、実力行使、違法な恐喝、法律の力を借りずに勝手に制裁を

加えることは、禁止されており、法律によって罰せられます。 
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万人権、はやわかり 

 
できること 

・自由に、散歩、スキー、自転車に乗ること。ただし、畑や他の耕地など特定の用途に使われて

いる他人の土地を除きます。 
・万人権のもとで、一時的なキャンプが近づきやすい地域で滞在し、あるいはその準備をするこ

と。(家からの妥当な距離で) 
・野生のベリー、キノコと花を摘むこと。 
・釣りや氷穴釣りをすること。 
・通過や他の活動のために水域を使うこと。；これも冬に氷でカバーされた水域にあてはまりま

す。 
 
してはいけないこと 

・他人を妨害したりダメージを与える原因になること。あるいは環境へ同様の原因になること。 
・繁殖期に、狩猟獣や野鳥に近づくこと。 
・立木を伐ったり、傷つけること。 
・苔、地衣類、土壌物質、または倒木を収集すること。 
・人々の家のプライバシーを侵害すること。 
・ごみをポイ捨てすること。 
・土地所有者の許可なしでオフ・ロードで自動車を運転すること。 
・許可証なしで釣りや狩猟をすること。 
 


